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運 用 開 始

沖縄沖縄ApproachApproachから那覇から那覇ApproachApproachへへ



１．日１．日 本本 初初 ＣｌａｓｓＣｌａｓｓ ＢＢ 空空 域域 誕誕 生生

２０１０年３月３１日、沖縄の空に新たな１ページが開かれれた。

１９７２年５月１日の本土復帰から３８年、やっと沖縄の空も日本に返還
され、那覇進入管制区と同時に、日本初のClass B空域 那覇特別管制区
（Naha Positive Control Area<PCA>)が誕生した。

また、それに伴いコールサインも“沖縄アプローチ”から『那覇アプ
ローチ』に変更され、日本人の管制官による日本の航空法に基づく進入管日本人の管制官による日本の航空法に基づく進入管
制業務制業務が正式に運用開始された。



２．進２．進 入入 管管 制制 区区 のの 移移 管管



３．沖３．沖 縄縄 進進 入入 管管 制制 空空 域域 ⇒⇒ 那那 覇覇 進進 入入 管管 制制 区区

那覇進入管制区



４．沖４．沖 縄縄 Class BClass B 空空 域域 ⇒⇒ 那那 覇覇 特特 別別 管管 制制 区（区（PCA)PCA)

那覇特別管制区

７００ｆｔ未満、那覇管制圏との重複部分

※特管区の下限は、７００ＦＴのため
SANDO～BOLO間を飛行するＶＦＲ機に

管制間隔を設定するために、７００ＦＴ以下を
那覇の管制圏とした。



必要管制許可

常時双方向無線通信要件

高度１０，０００ｆｔ以下の空域／２５０ｋｔ以下速度制限

３００ｍ１５０ｍ
６００ｍ

下方上方
５０００ｍ

雲からの水平距離雲からの垂直距離飛行視程

適用外VMC

全ての航空機との間に管制間隔が設定される管制間隔の設定

管制業務管制業務提供業務

Ｖ Ｆ ＲＩ Ｆ Ｒ

５．Ｃ５．Ｃ llａｓｓａｓｓ ＢＢ 空空 域域 とと はは

空 域 の 概 念 図

Ｃｌａｓｓ Ｂ空域

航空法第９４条の２に規定される
特別管制空域のうち特別管制空域Ｂ
をいう。



６．６． 那那 覇覇 ＰＰ ＣＣ ＡＡ にに おお けけ るる 管管 制制 方方 式式

☑ 全ての航空機の間に管制間隔が設定される。

但し、ＶＦＲ機に関しては、レーダーサービス中の場合に限る。

☑ 管制圏と特別管制区の重複部分における飛行

☆ 管制権は那覇ＡＰＰが管轄

☆ ＶＦＲ機は、ＶＭＣを維持して飛行

☆ 那覇空港の気象状態には左右されない

☆Ｓｐｅｃｉａｌ ＶＦＲによる飛行は許可されない

☑ 那覇空港を離陸し、那覇ＰＣＡにて飛行しようとするＶＦＲ機は、

地上走行前に那覇ＧＮＤに対し、当該管制圏を離脱する飛行方向

又は飛行経路及び要求高度を通報すること。那覇ＧＮＤは、那覇

ＡＰＰと通信設定を行う周波数及びＳｑｕａｗｋを指定する。



７．お わ り に

日本に返還された沖縄の空域ですが、以前と変わらず戦闘機、ＪＥＴ旅客機、
小型機、ヘリコプター等、多種多様な航空機が様々な速度で飛行しています。

那覇をベースにしない外来の自家用機が、空域の特性を理解せずに飛行するの
が散見されます。一人の間違った飛行が、多くの善良な飛行に多大な迷惑をかけ
てしまいます。

飛行前には、十分な下調べの上、飛行を楽しんでください。

安全に飛行するのは、我々の責務です。安全に飛行するのは、我々の責務です。

この資料が、皆様の安全飛行に少しでも寄与できたら幸いです。
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